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インボイス制度の当社対応

１．インボイス制度とは

２０２３年１０月１日から消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が開始されます。

本来、消費税は最終消費者が税負担をして、消費税を預かった事業者が納める制度となります。

一方で、現行の法令上、２年前の売上が1000万円以下の事業者については、預かった消費税を

納めなくて良い制度（いわゆる免税事業者）となっており、本来、納めるべき消費税を収入の

一部（益税）として処理されております。

これを本来あるべき姿にするのが、今回のインボイス制度ということになります。

インボイス制度の基本的な内容を確認したい場合は、国税庁HPをご参照ください。
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２．会社からのコミッションについて

会社からのコミッションは、消費税（１０％）を含んだ金額となります。

コミッションは、税法上「業務報酬」と位置付けられ、個人事業主としての報酬（収入）

となります。

そのため、インボイス制度の影響を受けるということになります。

何をすれば良いの？？？
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３．インボイス登録の事前検討

以下を参考にインボイス登録するのか？しないのか？をご判断ください。

登録しない

◎ 消費税の確定申告が必要

◎ 消費税の納付が必要

◎ 帳簿と請求書等の両方の保存が必要

◆ 消費税の確定申告は不要

◆ 消費税を納めなくてよい

◆会員ﾏﾆｭｱﾙ改定により、仕入税額控除の

経過措置に準じて､ｺﾐｯｼｮﾝが減額される

＝収入減となる

登録する

☆ インボイスを交付するには登録申請が必要です。
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登録の流れについて

【提出先】

適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を

記入し、納税地を所轄する「インボイス登録セン

ター」へ送付

もしくは、e-Taxにて登録申請を行います。

４．インボイス登録の流れ
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会員サイト内から会社へ提出

☆ インボイス登録が済んだら、国税庁HP適格請求書発行事業者公表サイトより、登録情報を印刷・保存し、

当社HP会員サイト内から登録番号等の申請をお願いいたします。

メールで送れない場合は、FAXをご利用ください。
FAX送信先：0120-269-510（24時間年中無休）

登録通知書をFAXするとき、会員番号と氏名も一緒に
お知らせください。



新販売プログラムの創設に関して

登録の流れについて

◆ 注意点

・適格請求書（インボイス）発行事業者の登録の有無の判定は、
月末日時点の登録状況にて判断いたします。

・当社へ「適格請求書発行事業者登録番号」を通知した月から
の対応となります。

・過去への遡及適用はいたしませんので、ご了承ください。



登録しない

◎ 消費税の確定申告が必要

◎ 消費税の納付が必要

◎ 帳簿と請求書等の両方の保存が必要

◆ 消費税の確定申告は不要

◆ 消費税を納めなくてよい

◆ 会員ﾏﾆｭｱﾙ改定により、仕入税額控除の

経過措置に準じて､ｺﾐｯｼｮﾝが減額される

＝収入減となる

登録する
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【インボイス登録した方】　差額コミッション Ｊ同格・育成コミッション

Ｆ Ｕ Ｅ Ｊ Ｖ Ｊ同格 210

Ｆ ― ― ― ― ― １段目 315

Ｕ 1,050 ― ― ― ― ２段目 158

Ｅ 1,575 525 ― ― ― ３段目 105

Ｊ 2,100 1,050 525 ― ― ４段目 53

Ｖ 2,625 1,575 1,050 525 ― ５段目 32

インボイス登録をされなかった方(消費税は、経過措置に準じた額のみお支払いし、差額は会社にて納付いたします)

【インボイス登録しない方】　差額コミッション Ｊ同格・育成コミッション

Ｆ Ｕ Ｅ Ｊ Ｖ Ｊ同格 206

F ― ― ― ― ― １段目 309

U 1,031 ― ― ― ― ２段目 155

E 1,546 515 ― ― ― ３段目 103

J 2,062 1,031 515 ― ― ４段目 52

V 2,577 1,546 1,031 515 ― ５段目 31

※消費税の端数処理に伴い、単価計算と合計計算とで、差異が生じる場合がありますこと予めご了解願います。

◆ インボイス登録した場合と、しない場合の差額は以下となります。
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＜参 考 例＞

【インボイス登録をしない場合】のコミッション影響額

2023年10月～2026年9月までのコミッション減額率は約1.82％となります。

●影響金額

通常コミッション コミッション計
インボイス発行業者の登録をしない場合

2023年10月～2026年9月
減 額

300,000 300,000 294,545 △ 5,455
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単位：円
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まとめ

５．インボイス対応（コミッションの取扱い方法の変更（緩和措置に準拠））

会員マニュアルを改定し、２０２３年１０月１日より、

コミッションの金額をインボイス登録の有無で区別して公平を図ることといたします。

①インボイス登録された方：今まで同じ金額のコミッションをお支払いさせていただきますので、

自ら消費税の申告納付をお願いいたします。

②インボイス登録されなかった方：国（国税庁）が示す経過措置に準じてコミッションを減額

させていただきます。

なお、経過措置を適用できる期間等は、次の通りとなります。

2023年10月１日 ～ 2026年９月30日迄 ⇒ ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ会員 実質負担率：２０％

2026年10月１日 ～ 2029年９月30日迄 ⇒ ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ会員 実質負担率：５０％

2029年10月１日 ～ ⇒ ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ会員 実質負担率：１００％



今後とも末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます


